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て
地
域
住
民
の
只
見
線
に
対

す
る
愛
着
を
深
め
、
力
強
く

走
る
只
見
線
を
応
援
す
る
条

例
の
制
定
を
可
決
。

　

教
育
長
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
と
共
に
、
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
法
律
第
11
条
第

５
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教

育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義

務
の
特
例
に
つ
い
て
定
め
る

条
例
の
制
定
を
可
決
。

　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法

の
規
定
に
基
づ
き
、
設
置
す

る
条
例
の
制
定
を
可
決
。

　

平
成
８
年
柳
津
町
条
例
第

７
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
40
年
柳
津
町
条
例
第

４
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

議 案 審 議

　

平
成
27
年
第
１
回
３
月
定

例
会
が
、
３
月
４
日
よ
り
12

日
ま
で
の
９
日
間
の
会
期
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
定
例
会
は
、
平
成

27
年
度
予
算
、
柳
津
町
ま
ち

な
か
多
目
的
公
園
設
置
条

例
、
柳
津
町
只
見
線
に
み
ん

な
で
手
を
ふ
ろ
う
条
例
の
制

定
、町
道
の
認
定
・
廃
止
な
ど

46
議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
27
年
度
当
初
予
算
は

予
算
特
別
委
員
会
に
お
い

て
、
主
管
課
長
、
班
長
の
出

席
を
求
め
、
３
月
６
日
か
ら

３
日
間
、
審
査
を
行
っ
た
結

果
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま

し
た
。

　

な
お
、
次
の
内
容
の
意
見

書
を
付
け
ま
し
た
。

１　
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
」
に
係
る
事
業
に

つ
い
て
は
、
柳
津
町
の
課

題
解
決
に
向
け
た
絶
好
の

機
会
と
捉
え
、
人
口
減

少
・
少
子
高
齢
化
・
農
林

商
工
業
な
ど
、
目
的
に

議 案 審 議

27
年
度
予
算

平成27年度当初予算 総額52億154万円
○一般会計35億2,000万円
○特別会計16億8,154万円
前年度当初予算額より6億3,210万円の減

予　　算　　名 予　算　額 前年度当初との対比
一 般 会 計 ３５億２,０００万円 １８.５％の減

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 １,００４万円 ２６.４％の減
国民健康保険特別会計（事業勘定） ６億１,２００万円 ９.９％の増
国民健康保険特別会計（施設勘定） ７,６５０万円 ０.９％の減
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ５,０７０万円 ２.７％の減
介 護 保 険 特 別 会 計 ５億４,９００万円 ２２.０％の増
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 １億９,７４０万円 １４.２％の増
町 営 ス キ ー 場 事 業 特 別 会 計 ３８０万円 ２０.８％の減
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ８,８４０万円 ５.５％の減
下 水 道 事 業 特 別 会 計 ８,６４０万円 １.１％の増
簡 易 排 水 事 業 特 別 会 計 ２３０万円 ４.５％の増
林 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 ５００万円 ４.２％の増

沿
っ
た
実
効
性
あ
る
総
合

戦
略
を
策
定
す
る
と
共

に
、
的
確
か
つ
実
情
に
応

じ
た
戦
略
と
自
主
性
を
尊

重
し
、
事
業
の
構
築
を
図

る
こ
と
。

２　

一
般
会
計
予
算
は
３
５

億
２
千
万
円
で
前
年
対
比

８
億
円
の
減
で
あ
り
、
特

別
会
計
と
の
合
計
予
算
は

５
２
億
１
５
４
万
円
で
前

年
対
比
６
億
３
千
万
円
の

減
と
な
っ
て
お
り
、
予
算

執
行
に
あ
た
っ
て
は
様
々

な
分
野
に
お
い
て
直
面
す

る
課
題
や
複
雑
多
様
化
す

る
住
民
ニ
ー
ズ
を
的
確
に

把
握
し
、「
ム
リ
・
ム
ダ
・

ム
ラ
」
を
排
除
す
る
と
共

に
、
公
共
性
・
透
明
性
を

逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
適

正
化
及
び
合
理
化
に
努
め

る
こ
と
。

３　

火
災
及
び
災
害
発
生
時

に
お
け
る
地
区
住
民
又
は

消
防
団
Ｏ
Ｂ
、
さ
ら
に
役

場
消
防
組
織
に
よ
る
初
期

消
火
・
初
期
防
災
に
つ
い

て
「
そ
の
役
割
と
安
全
確

保
」
を
具
現
化
し
、
防
災

組
織
の
見
直
し
を
含
め
体

制
整
備
の
改
善
を
進
め
る

こ
と
。
又
、
高
齢
者
世
帯

の
安
全
が
確
保
で
き
る
よ

う
対
策
に
つ
い
て
指
導
等

を
行
な
う
こ
と
。

４　

町
民
バ
ス
の
運
行
は
、

乗
車
率
の
向
上
を
図
る
た

め
、
利
用
状
況
の
把
握
や

利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ

た
合
理
的
か
つ
有
効
的
な

運
行
を
模
索
し
、
模
擬
試

験
運
行
や
運
行
時
刻
の
見

直
し
を
含
め
抜
本
的
な
体

制
強
化
を
検
討
す
る
こ
と
。

５　

町
の
基
幹
産
業
で
あ
る

農
業
関
係
で
「
集
落
営

農
」
に
つ
い
て
は
、
47
行

政
区
の
意
向
を
27
年
度
中

に
確
認
す
る
と
共
に
、
町

と
し
て
の
「
水
田
農
業
の

振
興
策
」
を
策
定
し
、
米

生
産
者
に
対
し
指
針
を
示

す
こ
と
。
併
せ
て
「
農
地

中
間
管
理
機
構
」
の
組
織

を
立
ち
上
げ
、
制
度
の
周

知
と
理
解
を
求
め
、
耕
作

放
棄
地
の
解
消
及
び
利
用

促
進
を
図
る
こ
と
。

６　

六
次
化
産
業
に
お
け
る

商
品
開
発
、
又
、
米
の
消

費
拡
大
、
或
い
は
農
家
の

活
性
化
の
た
め
、「
ど
ぶ

ろ
く
特
区
」
等
の
認
可
を

調
査
研
究
し
検
討
を
図
る

こ
と
。

７　

ふ
く
し
ま
森
林
再
生
事

業
に
つ
い
て
は
計
画
ど
お

り
に
執
行
し
、
一
過
性
の

事
業
で
終
わ
る
こ
と
な

く
、
長
期
的
計
画
の
も
と

で
、
継
続
的
な
林
業
振
興

が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。

８　

原
発
事
故
に
よ
る
放
射

能
対
策
と
し
て
、
住
民
の

安
全
・
安
心
な
生
活
を
守

る
た
め
、
農
地
や
山
林
も

含
め
た
全
町
的
な
空
間
線

量
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を

行
な
い
、
必
要
な
対
策
を

講
じ
る
こ
と
。
又
、
あ
い

づ
ダ
ス
ト
セ
ン
タ
ー
に
搬

入
さ
れ
た
、
高
放
射
性
物

質
を
含
ん
だ
溶
融
ダ
ス
ト

の
観
察
を
引
き
続
き
行
な

い
、
今
後
も
汚
泥
等
の
搬

入
に
つ
い
て
は
議
会
や
関

係
機
関
等
と
協
議
し
て
い

く
こ
と
。

９　

デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
や
映
画

「
ジ
ヌ
よ
さ
ら
ば
」
に
合

わ
せ
、
原
発
事
故
に
よ
る

農
業
や
観
光
に
及
ぼ
す
風

評
被
害
の
払
拭
に
努
め
、

町
の
重
要
な
観
光
資
源
の

活
用
を
図
り
、
一
貫
性
の

有
る
計
画
を
立
て
予
算
の

執
行
に
当
た
ら
れ
た
い
。

10　

役
場
職
員
の
採
用
に
当

た
っ
て
は
、
長
期
的
な
採

用
計
画
と
職
員
の
適
正
化

計
画
を
立
て
適
正
な
採
用

に
留
意
し
、
事
務
の
停
滞

条
　
例

や
行
政
サ
ー
ビ
ス
低
下
の

改
善
を
図
り
、
人
材
の
育

成
と
責
任
あ
る
事
業
執
行

に
当
た
ら
れ
た
い
。

11　

町
の
管
理
監
督
に
よ
る

指
定
管
理
者
制
度
に
つ
い

て
は
、
最
終
年
度
に
な
る

た
め
、
目
的
と
募
集
要
項

を
明
確
に
定
め
、
業
務
内

容
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た

運
営
の
見
直
し
を
図
ら
れ

た
い
。

12　

町
税
等
の
未
収
額
は

年
々
増
加
し
て
お
り
、
現

下
の
厳
し
い
行
財
政
の
中

に
お
い
て
自
主
財
源
の
確

保
に
努
め
、
納
税
者
の
公

平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ

う
滞
納
徴
収
に
取
組
み
、

場
合
に
よ
っ
て
は
法
的
手

段
に
よ
る
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

13　

下
水
道
等
の
加
入
率
は

約
56
％
と
低
く
、
今
後
維

持
管
理
費
等
に
繰
入
金
を

相
当
支
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
現
状
に
あ
り
ま

す
。
町
の
自
主
財
源
も
今

後
益
々
厳
し
く
な
る
の

で
、
加
入
率
の
向
上
と
併

せ
施
設
管
理
経
費
の
節
減

に
努
め
る
こ
と
。

14　

公
共
施
設
の
管
理
運
営

に
当
た
っ
て
は
、
地
域
や

関
係
団
体
と
の
十
分
な
協

　

介
護
保
険
法
第
59
条
第
１

項
第
１
号
並
び
に
第
１
１
５

条
の
24
第
１
項
及
び
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援

の
方
法
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
と
共
に
、
法
第
１
１
５

条
の
22
第
２
項
第
１
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
指
定
介
護
予

防
支
援
事
業
者
の
指
定
に
必

要
な
申
請
者
の
要
件
を
定
め

る
条
例
の
制
定
を
可
決
。

　

介
護
保
険
法
第
１
１
５
条

の
46
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職

員
等
の
基
準
に
つ
い
て
定
め

る
条
例
の
制
定
を
可
決
。

　

地
方
自
治
法
第
２
４
４
条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

住
民
相
互
間
の
交
流
を
深
め

住
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
と

共
に
、
中
心
市
街
地
に
お
け

る
観
光
産
業
及
び
地
場
産
業

の
振
興
に
よ
る
地
域
経
済
の

活
性
化
を
図
る
た
め
、
柳
津

町
ま
ち
な
か
多
目
的
公
園
の

設
置
条
例
の
制
定
を
可
決
。

　

広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
Ｊ

Ｒ
只
見
線
の
列
車
に
手
を
ふ

る
活
動
を
広
め
る
こ
と
に
よ

り
、
乗
客
者
へ
の
お
も
て
な

し
の
気
持
ち
を
示
し
、
も
っ

【
柳
津
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
職
員
等
に
係
る
基

準
に
関
す
る
条
例
の
制
定
】

【
柳
津
町
ま
ち
な
か
多
目
的

公
園
設
置
に
関
す
る
条
例

の
制
定
】

【
柳
津
町
指
定
介
護
予
防
支

援
等
の
事
業
の
人
員
及
び

運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支

援
の
方
法
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
制
定
】

【
柳
津
町
只
見
線
に
み
ん
な

で
手
を
ふ
ろ
う
条
例
の
制

定
】

【
教
育
長
の
勤
務
時
間
、
休

日
、
休
暇
等
及
び
職
務
専

念
義
務
の
特
例
に
関
す
る

条
例
の
制
定
】

【
柳
津
町
い
じ
め
問
題
対
策

連
絡
協
議
会
等
設
置
条
例

の
制
定
】

【
柳
津
町
行
政
手
続
条
例
の

一
部
改
正
】

【
柳
津
町
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
条
例
の
一
部
改
正
】

審
議
さ
れ
た
議
案

議
や
意
見
調
整
を
行
な
う

こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
事

業
の
執
行
に
当
た
っ
て
は

関
係
機
関
等
と
の
意
思
疎

通
を
図
っ
た
上
で
行
な
う

こ
と
。

15　

医
療
費
に
つ
い
て
は
、

一
人
当
た
り
費
用
額
が
依

然
と
し
て
高
い
状
況
に
あ

る
。
町
民
の
健
康
増
進
を

図
る
た
め
に
、
基
本
検
診

等
の
各
種
検
診
項
目
の
受

診
率
向
上
に
努
め
、
生
活

習
慣
病
の
予
防
や
疾
病
の

重
症
化
防
止
を
目
指
し
、

保
険
医
療
費
の
削
減
を
図

ら
れ
た
い
。

16　

行
政
評
価
事
業
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
多
額
の

経
費
を
投
入
し
て
き
た

が
、
成
果
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
平
成
27
年
度

は
予
算
編
成
に
あ
た
っ
て

の
成
果
を
明
示
さ
れ
た
い
。

17　

ふ
る
さ
と
納
税
の
仕
組

み
に
つ
い
て
は
、
納
税
し

て
い
た
だ
け
る
方
に
と
っ

て
魅
力
あ
る
プ
ラ
ン
づ
く

り
に
努
め
る
こ
と
。

18　

多
く
の
イ
ベ
ン
ト
事
業

や
補
助
事
業
、
そ
し
て
工

事
請
負
等
が
あ
る
が
、
効

率
的
か
つ
適
正
な
予
算
の

執
行
を
図
り
、
年
度
内
に

お
い
て
完
全
な
予
算
執
行

を
原
則
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
又
、
業
務
の
効
率
化

と
合
理
化
が
求
め
ら
れ
て

お
り
、
経
費
削
減
の
た
め

一
層
の
努
力
が
必
要
で
あ

る
。
業
者
ま
か
せ
の
随
意

契
約
で
は
な
く
、
複
数
の

業
者
か
ら
見
積
書
を
徴
す

る
な
ど
の
工
夫
を
し
、
適

正
で
安
価
な
方
法
に
よ
る

予
算
執
行
に
努
め
、
常
に

緊
張
感
を
持
っ
て
業
務
に

あ
た
り
、
目
指
す
と
こ
ろ

の
事
業
遂
行
を
願
い
た
い
。
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辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設

の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政

上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る

法
律
第
３
条
第
５
項
の
規
定

に
基
づ
く
変
更
を
可
決
。

　

町
道
路
線
の
廃
止
及
び
認

定
案
件
を
可
決
。

・
下
大
平
停
車
場
線
の
一
部

・
芋
小
屋
居
平
線
の
一
部

【
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設

の
総
合
整
備
計
画
の
変
更
】

【
町
道
路
線
の
廃
止
及
び
認

定
】

額
を
43
億
５
，
０
９
６
万
円

と
し
た
。

　

予
算
総
額
か
ら
１
，
３
５

０
万
円
を
減
額
し
、
予
算
総

額
を
14
万
３
千
円
と
し
た
。

　

事
業
勘
定
の
予
算
総
額
に

１
，
６
１
５
万
８
千
円
を
増

額
し
、
予
算
総
額
を
５
億

７
，
９
８
３
万
８
千
円
と
し

た
。

　

又
、
施
設
勘
定
の
予
算
総

額
か
ら
３
４
５
万
２
千
円
を

減
額
し
、
予
算
総
額
を
７
，

８
１
９
万
円
と
し
た
。

　

予
算
総
額
に
24
万
１
千
円

を
増
額
し
、
予
算
総
額
を

５
，
１
８
０
万
８
千
円
と
し

た
。

　

予
算
総
額
か
ら
２
，
１
９

３
万
９
千
円
を
減
額
し
、
予

算
総
額
を
４
億
５
，
１
５
６

万
５
千
円
と
し
た
。

【
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計

補
正
】

【
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
】

【
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会

計
補
正
】

【
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
】

　

予
算
総
額
か
ら
１
７
５
万

４
千
円
を
減
額
し
、
予
算
総

額
を
１
億
８
，
４
１
７
万
８

千
円
と
し
た
。

　

予
算
総
額
に
６
万
９
千
円

を
増
額
し
、
予
算
総
額
を

８
，
６
７
２
万
５
千
円
と
し

た
。

【
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

補
正
】

【
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
】

　

昭
和
52
年
柳
津
町
条
例
第

19
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

・
第
５
条
第
２
項
中
「
１
４

０
」
を
「
１
４
７
．
５
」
に
、

「
１
５
０
」
を
「
１
５
７
．

５
」
に
改
め
る
。

　

昭
和
41
年
柳
津
町
条
例
第

７
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
41
年
柳
津
町
条
例
第

８
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
41
年
柳
津
町
条
例
第

９
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
41
年
柳
津
町
条
例
第

補
正
予
算

１
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
25
年
柳
津
町
条
例
第

１
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
30
年
柳
津
町
条
例
第

26
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

昭
和
49
年
柳
津
町
条
例
第

25
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
９
年
柳
津
町
条
例
第

50
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
12
年
柳
津
町
条
例
第

４
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
25
年
柳
津
町
条
例
第

そ
の
他

議
員
提
出
議
案

議 案 審 議

【
柳
津
町
議
会
委
員
会
条
例

の
一
部
改
正
】

【
副
町
長
の
選
任
同
意
】

【
柳
津
町
過
疎
地
域
自
立
促

進
計
画
の
変
更
】

３
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
25
年
柳
津
町
条
例
第

４
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
９
年
柳
津
町
条
例
第

30
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

平
成
15
年
柳
津
町
条
例
第

１
号
の
一
部
改
正
を
可
決
。

　

一
般
会
計
総
額
43
億
５
，

０
９
６
万
円
を
は
じ
め
、
原

案
の
と
お
り
可
決
。

　

予
算
総
額
か
ら
２
億
47
万

７
千
円
を
減
額
し
、
予
算
総

【
一
般
会
計
補
正
】

　

昭
和
63
年
柳
津
町
条
例
第

11
号
の
一
部
改
正
を
次
の
よ

う
に
改
正
。

・
第
19
条
中
「
教
育
委
員
会

の
委
員
長
」
を
「
教
育
委
員

会
の
教
育
長
」
に
改
め
る
。

５番　横田善郎議員

○介護保険・国民健康保険の負担増及び制度
○特産品の開発

一 般 質 問

特
産
品
の
開
発

Q
　

後
期
高
齢
者
医
療

保
険
も
含
め
た
保
険

制
度
は
、
毎
年
改
正
が
行
な

わ
れ
、
そ
の
趣
旨
は
地
元
自

治
体
に
一
層
の
負
担
を
強
い

る
よ
う
に
感
じ
る
。
軽
度
要

支
援
者
に
対
す
る
介
護
保
険

よ
り
の
削
除
な
ど
、
受
け
入

れ
が
た
い
。
介
護
保
険
の
使

用
状
況
と
町
の
対
応
方
針
、

又
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
い

て
も
負
担
増
が
危
惧
さ
れ

る
。
こ
の
現
状
を
町
は
ど
う

考
え
る
か
。

A
（
町
長
）
介
護
保
険

制
度
は
平
成
27
年
か

ら
３
ヶ
年
の
第
６
次
介
護
保

険
事
業
計
画
を
策
定
中
。
少

し
で
も
被
保
険
者
の
負
担
軽

減
を
す
べ
く
、
月
額
５
，
４

０
０
円
と
す
る
こ
と
で
検
討

委
員
会
よ
り
具
申
を
受
け
て

い
る
。
ま
た
、
よ
り
所
得
水

準
に
応
じ
た
９
段
階
に
、
保

険
料
段
階
を
改
定
し
た
。
滞

納
額
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
る

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

は
、
平
成
23
年
度
か
ら
税
率

は
据
え
置
き
、
今
後
も
負
担

介
護
保
険
・
国
民
健

康
保
険
の
負
担
増
及

び
制
度

が
大
き
く
な
ら
な
い
よ
う
、

医
療
費
の
抑
制
に
努
め
、
税

の
徴
収
を
強
化
し
た
い
。
さ

ら
に
後
期
高
齢
者
の
保
険
料

を
抑
え
る
べ
く
、
若
年
か
ら

の
健
康
診
断
・
健
康
づ
く
り

の
実
践
に
取
り
組
み
た
い
。

Q
　

基
準
の
月
額
が

５
，
７
０
０
円
で
、

柳
津
町
は
５
，
４
０
０
円
。

基
金
を
繰
入
れ
て
抑
え
ら
れ

た
。
基
金
は
幾
ら
残
っ
て
い

る
の
か
、
何
時
頃
な
く
な
る

の
か
。A

（
町
民
課
長
）
基
金

は
約
３
，
４
０
０
万

円
あ
り
、
今
回
１
，
５
０
０

万
円
繰
入
れ
に
よ
り
３
年
間

進
め
、
１
、
９
０
０
万
円
ほ

ど
が
残
る
。

　

Q
　

現
行
３
，
９
０
０

円
が
１
，
５
０
０
円

高
く
な
る
こ
と
で
滞
納
が
増

え
る
の
で
は
。
対
処
法
は
あ

る
の
か
？

A
（
町
民
課
長
）
滞
納

は
危
惧
さ
れ
る
が
、

な
る
べ
く
そ
う
い
う
こ
と
の

な
い
よ
う
進
め
た
い
。

Q
　

今
、
62
歳
か
ら
67

歳
ま
で
が
一
番
多
い

年
齢
構
造
。
今
後
は
支
援
を

必
要
と
す
る
人
が
増
え
て
く

る
。
今
後
の
町
の
対
応
は
？

A
（
町
民
課
長
）
柳
津

町
の
65
歳
以
上
の
割

合
は
、
こ
の
３
ヶ
年
で
40
％

に
な
る
。
町
と
し
て
早
急
に

対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
。

【
柳
津
町
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
】

【
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤

の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正
】

【
町
長
等
の
給
与
及
び
旅
費

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
】

【
柳
津
町
教
育
長
の
給
与
、

勤
務
時
間
そ
の
他
勤
務
条

件
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正
】

【
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
】

【
柳
津
町
只
見
川
流
域
豪
雨

災
害
復
興
基
金
条
例
の
一

部
改
正
】

【
柳
津
町
税
条
例
の
一
部
改

正
】

【
柳
津
町
道
路
占
用
料
徴
収

条
例
の
一
部
改
正
】

【
柳
津
町
下
水
道
条
例
の
一

部
改
正
】

【
柳
津
町
重
度
心
身
障
害
者

医
療
費
の
給
付
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
】

【
柳
津
町
簡
易
水
道
事
業
給

水
条
例
の
一
部
改
正
】

【
柳
津
町
介
護
保
険
条
例
の

一
部
改
正
】

【
柳
津
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
改
正
】

【
柳
津
町
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
改
正
】

人
　
事

　

新
た
に
郡
司
博
道
氏（
前
・

福
島
県
職
員
）
を
選
任
す
る

こ
と
に
同
意
。

　

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別

措
置
法
第
６
条
第
７
項
の
規

定
に
基
づ
く
変
更
を
可
決
。

Q
　

新
た
な
特
産
品
の

開
発
は
町
の
課
題
、

悲
願
で
す
。
今
ま
で
も
取
り

込
ん
で
き
た
が
、
今
一
つ
消

費
拡
大
に
結
び
つ
か
な
い
。

６
次
化
産
業
に
直
結
す
る
観

光
産
業
や
地
域
経
済
の
核
と

し
て
、
今
後
も
模
索
検
討
す

べ
き
で
は
。
町
は
ど
う
考
え

る
か
。A

（
町
長
）
振
興
公
社

で
地
元
農
産
物
を
加

工
し
た
、
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
・

米
粉
パ
ン
・
あ
わ
焼
酎
等

は
、
町
外
加
工
場
に
委
託
製

造
し
、
殆
ど
が
町
内
の
観
光

施
設
で
の
販
売
で
、
売
上
が

伸
び
な
い
状
況
。
一
方
、
地

元
農
家
と
商
店
が
連
携
し
た

野
菜
の
加
工
商
品
が
開
発
さ

れ
、
民
間
レ
ベ
ル
で
の
動
き

が
あ
る
。
又
、
26
年
度
よ
り

国
の
補
助
事
業
に
よ
る
地
熱

の
２
次
利
用
計
画
と
並
行
し

国
県
の
支
援
を
受
け
、
新
た

な
事
業
が
採
択
さ
れ
た
。
27

年
度
よ
り
６
次
化
検
討
委
員

会
を
組
織
し
、
人
づ
く
り
・

商
品
づ
く
り
に
取
り
組
み
た

い
。
又
、
間
伐
材
を
利
用
し

た
木
製
製
品
に
つ
い
て
も
調

査
し
た
い
。

Q
　

関
係
団
体
機
関
等

で
構
成
す
る
６
次
化

検
討
委
員
会
を
組
織
す
る
と

言
う
が
、
今
ま
で
あ
っ
た
も

の
と
違
う
組
織
を
立
ち
上
げ

る
の
か
？

A
（
地
域
振
興
課
長
）

今
ま
で
６
次
化
検
討

委
員
会
と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
が
、
殆
ど
活
動
し
て
い
な

い
。新
た
に「
人
づ
く
り
・
も

の
づ
く
り
」と
い
う
こ
と
で
、

や
る
気
の
あ
る
方
を
集
め
、

関
係
団
体
等
で
行
な
い
た
い
。

Q
　

結
局
、特
産
品
は
、

地
域
に
根
差
し
た
も

の
・
昔
か
ら
あ
る
も
の
に
つ

い
て
、
商
品
化
す
る
こ
と
が

取
り
組
み
易
い
の
で
は
？

A
（
地
域
振
興
課
長
）

長
期
的
に
や
り
が
い

の
あ
る
方
を
育
て
な
が
ら
、

地
域
の
地
場
産
業
を
活
用
し

て
商
品
開
発
等
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
う
。

Q
　

今
ま
で
、
町
議
会

の
行
政
調
査
で
全
国

を
見
て
き
た
が
、
や
は
り
そ

こ
に
豊
富
に
あ
る
品
物
を
開

発
し
て
や
る
の
が
一
番
成
功

し
て
い
る
と
感
じ
た
。
町
に

あ
る
品
物
を
出
来
る
限
り
消

費
拡
大
、
そ
し
て
地
域
の
振

興
に
結
び
付
け
る
べ
き
と
考

え
る
が
？

A
（
地
域
振
興
課
長
）

今
現
在
，
振
興
公
社

に
お
願
い
し
て
、
町
で
は
唯

一
の
商
品
開
発
を
行
な
っ
て

い
る
。
人
づ
く
り
・
も
の
づ

く
り
と
い
う
こ
と
で
、
今
こ

の
組
織
を
立
ち
上
げ
、
最
初

は
勉
強
会
か
ら
始
ま
っ
て
、

何
を
創
っ
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
で
、
一
個
一
個
、
段
階

的
に
進
め
て
い
き
た
い
。

Q
　

持
続
し
て
特
産
品

の
開
発
に
取
り
組

み
、
人
材
育
成
に
も
つ
な
げ

て
戴
き
た
い
。
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一 般 質 問

10番　小林　功議員

○消防・防災体制
○林業の振興

Q
　

①
火
災
発
生
時
の

消
防
団
員
の
果
た
す

役
割
は
非
常
に
重
要
。
し
か

し
、
最
近
は
少
子
高
齢
化
・

過
疎
化
の
影
響
も
あ
っ
て
、

各
地
区
の
消
防
団
員
の
確
保

が
難
し
い
。
今
後
ど
う
解
決

す
る
の
か
。

②
最
近
、
異
常
気
象
に
よ
る

自
然
災
害
が
急
増
。こ
う
い
っ

た
状
況
の
中
で
、防
災
体
制
の

在
り
方
も
変
化
は
必
須
。
今

後
の
地
域
防
災
計
画
の
策
定

に
際
し
、何
に
留
意
し
た
か
。

A
（
町
長
）
①
団
員
は

全
国
的
に
減
少
。
柳

津
町
で
は
平
成
15
年
度
以
降

32
名
が
減
少
。
団
員
確
保
が

困
難
な
状
況
だ
が
、
今
後
も

確
保
に
努
め
、
町
防
災
訓
練

に
よ
る
各
地
区
の
自
衛
消
防

組
織
や
体
制
の
強
化
を
実
施
。

②
昨
年
も
全
国
各
地
で
大
規

模
な
自
然
災
害
が
発
生
し
、

多
く
の
方
々
が
犠
牲
と
な
っ

た
。
柳
津
町
に
お
い
て
も
平

成
23
年
の
豪
雨
災
害
を
踏
ま

え
、「
柳
津
町
地
域
防
災
計

画
」
の
年
度
内
の
改
定
を
予

定
。
町
民
一
人
ひ
と
り
の
防

災
力
の
向
上
を
図
り
、
安
心

安
全
に
暮
ら
せ
る
災
害
に
強

い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
。

Q
　

①
で
、
日
中
、
火

災
が
発
生
し
た
場

合
、
職
場
が
町
外
に
あ
っ

て
、
容
易
に
現
場
に
駆
け
つ

け
る
こ
と
が
出
来
な
い
団
員

の
把
握
を
し
て
い
る
の
か
。

A
（
総
務
課
長
）
町
内

が
60
％
，
町
外
が
40

％
。
現
在
２
７
０
名
の
定
数

に
対
し
、26
年
４
月
１
日
現
在

２
５
７
名
の
団
員
の
内
、
２

０
０
名
が
会
社
勤
め
で
あ
る
。

Q
　

今
後
、
団
員
が
減

り
高
齢
化
が
進
め

ば
、
団
員
１
人
当
た
り
の
負

担
が
大
き
く
な
る
。
こ
の
現

状
に
対
し
て
、
消
防
防
災
力

の
充
実
強
化
に
取
組
ん
で
い

る
と
言
う
が
？

A
（
総
務
課
長
）
各
事

業
所
に
県
知
事
名
を

も
っ
て
消
防
団
の
入
団
の
勧

奨
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。

Q
　

役
場
に
結
成
さ
れ

た「
自
衛
消
防
隊
」を

充
実
さ
せ
、
さ
ら
に
消
防
団

Ｏ
Ｂ
や
地
域
住
民
の
方
々
に

協
力
を
依
頼
し
、
そ
の
活
動

に
対
し
、町
で
可
能
な
限
り
支

援
を
し
て
い
く
べ
き
で
は
？

A
（
総
務
課
長
）
町
の

自
衛
消
防
隊
の
基
本

的
な
考
え
方
は
、
い
ち
早
く

現
場
に
行
っ
て
消
防
団
が
到

着
す
る
ま
で
の
初
期
活
動
を

担
う
。そ
の
後
は
、後
方
支
援

に
当
た
る
こ
と
が
基
本
的
な

任
務
。又
、地
区
内
の
自
衛
消

防
組
織
に
対
し
、ヘ
ル
メ
ッ
ト

等
の
装
備
品
、
或
い
は
保
険

等
、今
後
考
え
て
い
き
た
い
。

Q
　

②
「
柳
津
町
地
域

防
災
計
画
」
の
中

で
、
災
害
時
要
支
援
者
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
基
本
方
針

が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

A
（
総
務
課
長
）
只
単

に
名
簿
を
作
る
の
で

は
な
く
、
災
害
が
発
生
し
た

場
合
、「
要
支
援
者
が
ど
こ

に
い
て
、
ど
う
い
う
状
況
な

の
か
。」
確
認
の
と
れ
る
状

況
に
し
て
お
く
こ
と
を
計
画

の
中
に
書
か
せ
て
戴
い
た
。

Q
　

計
画
の
策
定
自
体

が
遅
れ
て
い
る
こ
と

を
危
惧
す
る
。
地
域
防
災
計

画
の
年
度
内
策
定
が
間
に
合

う
の
か
。

A
（
総
務
課
長
）
近
い

う
ち
に
防
災
会
議
を

開
催
し
、
最
終
承
認
を
得

て
、
年
度
内
に
改
定
を
終
了

す
る
予
定
。

消
防
・
防
災
体
制

林
業
の
振
興

Q
　

我
が
国
は
戦
後
、

杉
や
ヒ
ノ
キ
・
カ
ラ

マ
ツ
等
の
針
葉
樹
の
植
栽
を

国
策
と
し
て
奨
励
し
て
き
た

が
、
１
９
８
０
年
代
を
ピ
ー

ク
に
木
材
価
格
が
暴
落
し
、

柳
津
町
の
林
業
も
衰
退
の
一

途
。
林
業
は
柳
津
町
の
基
幹

産
業
で
も
あ
る
。
今
後
、
ど

の
よ
う
な
振
興
策
を
考
え
て

い
る
か
。　

　
　
　A

（
町
長
）
木
材
価
格

が
暴
落
し
、
収
益
が

見
込
め
ず
、
伐
採
も
出
来
な

い
事
か
ら
管
理
も
十
分
で
な

い
。
こ
れ
ま
で
、
保
水
な
ど

の
森
林
が
持
つ
公
益
的
機
能

維
持
を
目
的
に
、
公
共
事
業

に
よ
り
森
林
整
備
を
し
て
き

た
。
25
年
度
か
ら
の
「
ふ
く

し
ま
森
林
再
生
事
業
」
は
、

今
ま
で
公
共
事
業
で
は
出
来

な
か
っ
た
伐
採
か
ら
搬
出
ま

で
を
可
能
と
し
た
事
業
。
搬

出
に
よ
り
所
有
者
に
販
売
金

額
を
還
元
出
来
る
体
制
。
今

７番　田﨑為浩議員

○水素エネルギーによる地域振興策
○博士山国有林「郷土の森」設定以降の取
組みと現状課題
○「米価下落」及び「減反政策廃止」後の農業振興
○町職員の採用　○街中活性化

Q
　

日
本
の
自
動
車
会

社
が
開
発
し
た
水
素

自
動
車
。
こ
の
水
素
は
「
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
」
か
ら
も
取

り
出
し
可
能
。
豊
富
な
森
林

資
源
を
持
つ
柳
津
町
に
と
っ

て
、
雇
用
の
創
出
に
も
有
効

策
。
先
進
研
究
機
関
か
ら
情

報
を
収
集
し
、
そ
の
可
能
性

を
探
る
べ
き
？

A
（
町
長
）
昨
年
４
月
、

福
島
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
研
究
所
が
郡
山
市
に

開
設
。
様
々
な
研
究
が
進
め

ら
れ
、
町
と
し
て
は
豊
富
な

森
林
資
源
を
活
用
し
た
雇
用

の
創
出
を
図
り
な
が
ら
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
の
活
用
方
法

に
つ
い
て
、
先
駆
自
治
体
等

の
情
報
を
収
集
し
て
い
き
た

い
。Q

　

こ
れ
は
わ
が
町
の

人
口
減
少
問
題
へ
の

対
応
策
の
一
つ
。
雇
用
の
創

出
・
地
域
お
こ
し
に
つ
な
が

る
の
で
は
？

A
（
町
長
）
単
独
で
は

な
く
、
奥
会
津
を
一

つ
の
形
と
し
て
事
業
化
し
、

積
極
的
に
提
案
し
て
い
き
た

い
。

巻
き
込
ん
で
西
山
地
域
の
振

興
に
な
る
よ
う
な
政
策
を
議

会
と
一
緒
に
な
っ
て
進
め
て

い
く
べ
き
。

A
（
町
長
）
現
在
あ
る

博
士
山
の
ブ
ナ
林
。

し
っ
か
り
と
保
護
し
な
が
ら

全
国
に
発
信
し
展
開
し
て
い

き
た
い
。

い
。
又
、
農
地
中
間
管
理
機

構
を
有
効
活
用
し
、
担
い
手

に
農
地
を
集
積
す
る
こ
と

で
、
合
理
化
を
図
り
強
い
農

業
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
た

い
。

心
・
安
全
に
配
慮
し
、
身
近

で
快
適
な
商
店
街
づ
く
り
を

目
指
す
こ
の
補
助
金
を
活
用

し
て
、
町
内
商
店
街
の
活
性

化
に
活
用
す
べ
き
。

A
（
町
長
）
こ
の
補
助

事
業
は
１
年
以
上
の

事
業
活
動
を
行
な
っ
て
い
る

組
織
で
、
か
つ
事
業
に
伴
う

管
理
・
運
営
等
が
出
来
る
団

体
で
あ
る
正
式
な
商
店
街
組

織
で
な
い
と
該
当
し
な
い
。

Q
　

で
あ
れ
ば
、
な
お

さ
ら
町
は
イ
ベ
ン
ト

に
ば
か
り
力
を
注
が
な
い

で
、
風
評
被
害
も
あ
る
中
、

商
店
街
に
対
す
る
何
ら
か
の

補
助
事
業
を
考
え
る
べ
き
で

は
？A

（
地
域
振
興
課
長
）

赤
べ
こ
祭
り
・
赤
べ

こ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
は
、

県
の
補
助
を
受
け
実
施
。
専

門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

る
事
業
も
活
用
し
た
い
。

Q
　

経
済
産
業
省
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る

と
幾
ら
で
も
補
助
事
業
は
出

て
く
る
。そ
れ
を
見
つ
け
、堤

案
し
て
い
く
の
も
大
事
な
仕

事
。真
摯
に
や
っ
て
ほ
し
い
。

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー

に
よ
る
地
域
振
興
策

一 般 質 問

博
士
山
国
有
林「
郷

土
の
森
」設
定
以
降
の

取
組
み
と
現
状
課
題

「
米
価
下
落
」
及
び

「
減
反
政
策
廃
止
」

後
の
農
業
振
興

町
職
員
の
採
用

街
中
活
性
化

後
、
こ
の
事
業
を
継
続
す
る

に
あ
た
り
、
柳
津
町
か
ら
の

搬
出
材
の
高
価
買
取
り
に
繋

げ
た
い
。

Q
　

こ
の
ま
ま
で
は
、

森
林
再
生
事
業
は
一

過
性
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。
事
業
が
終
わ
れ
ば
何
も

残
ら
な
い
。
林
業
振
興
に
つ

な
げ
る
た
め
に
、
こ
の
後
、

ど
う
す
る
考
え
か
伺
う
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）

将
来
的
に
後
継
者
を

育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。山
の
整
備
の
み
な
ら
ず
、

町
民
に
親
し
み
を
持
て
る
山

づ
く
り
等
に
つ
な
げ
た
い
。

Q
　

再
生
事
業
を
起
爆

剤
と
し
て
林
業
の
振

興
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
？

A
（
町
長
）
高
齢
化
す

る
中
で
、
伐
採
す
れ

ば
再
生
は
な
か
な
か
難
し

い
。
今
後
は
例
え
ば
、
一
反

歩
２
０
０
本
植
え
て
た
が
、

１
０
０
本
で
再
生
出
来
な
い

か
、
そ
の
可
視
化
し
た
工
程

表
を
作
り
な
が
ら
林
業
事
業

を
推
進
し
て
い
る
の
で
、
そ

れ
に
沿
い
な
が
ら
結
果
を
出

し
て
い
き
た
い
。

Q
　

平
成
３
年
１
月
に

「
森
林
保
護
と
併

せ
、
地
域
の
振
興
に
付
す

る
」
と
し
て
指
定
さ
れ
、
20

年
以
上
経
過
す
る
が
、
こ
の

間
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
て

き
た
の
か
？

A
（
町
長
）
協
定
は

「
森
林
の
学
習
利

用
・
森
林
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
」
を
目
的
と
し
、
駐
車
場

の
整
備
に
よ
り
登
山
口
が
近

く
な
っ
て
登
山
者
が
増
加
傾

向
。
又
、
平
成
４
年
か
ら
は

「
柳
津
博
士
高
原
そ
ば
祭

り
」
が
開
催
さ
れ
、
地
域
の

活
性
化
が
図
ら
れ
た
。
近
年

は
地
元
小
中
学
生
を
対
象
に

森
林
学
習
の
場
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
る
。

Q
　

会
津
中
の
有
識
者

と
共
に
リ
ゾ
ー
ト
開

発
を
止
め
た
、
価
値
あ
る
山

林
資
源
。
首
都
圏
の
子
供
を

Q
　

26
年
度
産
米
の
下

落
、
さ
ら
に
30
年
度

に
減
反
政
策
の
廃
止
が
決

定
。
町
で
は
様
々
な
農
業
振

興
策
を
講
じ
て
い
る
が
、
わ

が
町
の
農
業
に
対
し
展
望
が

見
出
せ
な
い
現
状
に
あ
る
。

ど
う
打
開
し
て
い
く
か
、
政

策
を
伺
う
？

A
（
町
長
）
こ
れ
ま
で

実
施
の
生
産
調
整
推

進
事
業
補
助
金
を
継
続
し
、

新
た
に
水
稲
種
も
み
購
入
補

助
や
備
蓄
米
へ
の
加
算
金
を

計
画
。
国
の
青
年
就
農
給
付

金
に
町
独
自
で
年
間
１
２
０

万
円
を
上
乗
せ
し
、
新
た
な

担
い
手
の
確
保
に
繋
げ
た

Q
　

出
身
地
を
問
わ
ず

優
秀
な
人
材
を
採
用

す
る
こ
と
は
不
可
欠
。
過
疎

化
が
進
む
柳
津
町
に
と
っ

て
、
定
住
に
繋
が
る
採
用
方

法
を
検
討
す
べ
き
で
は
？

A
（
町
長
）
公
務
の
平

等
公
開
と
受
験
資
格

に
基
づ
い
た
競
争
試
験
に
よ

り
、
不
特
定
多
数
の
中
か
ら

適
格
者
を
選
抜
す
る
方
法
で

実
施
。「
定
住
」
の
件
は
、

一
般
枠
及
び
地
域
枠
に
よ
り

実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
あ

る
こ
と
か
ら
、
検
討
し
て
い

き
た
い
。

Q
　

こ
こ
数
年
、
中
小

企
業
庁
の
「
ま
ち
づ

く
り
補
助
金
」
が
全
国
各
地

で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
安
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３番　齋藤正志議員

○デスティネーションキャンペーンの取組み
○指定管理施設「ほっとインやないづ」の
今後の経営
○柳津温泉スキー場の今後

一 般 質 問

Q
　

４
月
か
ら
６
月
ま

で
の
３
ヶ
月
間
開
催

さ
れ
る
が
、
町
は
こ
の
機
会

に
、
ど
の
よ
う
な
取
組
み
を

考
え
て
い
る
の
か
、
伺
う
。

A
（
町
長
）
わ
が
町
で

撮
影
さ
れ
た
映
画

「
ジ
ヌ
よ
さ
ら
ば
、
か
む
ろ

ば
村
へ
」
が
４
月
４
日
に
全

国
公
開
さ
れ
る
の
に
伴
い
、

広
く
全
国
に
Ｐ
Ｒ
す
る
チ
ャ

ン
ス
と
し
て
、
映
画
を
活
用

し
た
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
集

客
を
図
る
。
又
、
県
が
計
画

の
旅
行
券
事
業
に
お
い
て
、

柳
津
・
西
山
温
泉
旅
館
の
皆

さ
ん
と
協
議
し
、
宿
泊
客
増

加
に
取
組
む
。

Q
　

こ
の
期
間
の
柳
津

町
の
イ
ベ
ン
ト
、
全

く
新
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な

い
。対
応
は
大
丈
夫
な
の
か
？

A
（
地
域
振
興
課
長
）

映
画
の
件
に
つ
い
て

は
、
現
在
ロ
ケ
地
マ
ッ
プ
等

を
作
成
中
、
そ
れ
を
活
用
し

た
い
。

Q
　

映
画
に
対
し
、

我
々
は
期
待
し
て
い

る
が
、
何
か
映
画
自
体
が
デ

ス
キ
ャ
ン
に
な
っ
て
一
過
性

の
も
の
と
思
う
。
や
は
り
柳

津
町
に
あ
る
も
の
を
磨
き
続

け
、
継
続
的
な
観
光
を
目
指

す
べ
き
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）

一
過
性
で
な
く
、
映

画
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
赤
べ
こ
を
含

め
継
続
的
に
柳
津
町
に
来
て

も
ら
う
よ
う
な
取
組
み
を
し

た
い
。

る
予
定
。
27
年
中
に
指
定
管

理
者
を
募
集
し
、
28
年
４
月

か
ら
運
営
を
開
始
さ
せ
た
い
。

Q
　

指
定
管
理
者
制
度

を
最
大
限
利
用
し
た

こ
の
10
年
間
。
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）

設
立
当
初
は
黒
字
だ

っ
た
が
、
そ
れ
以
降
は
収
支

決
算
書
等
を
見
る
と
赤
字
。

経
営
に
当
た
っ
て
は
様
々
な

努
力
を
し
て
い
る
と
評
価
す

る
。Q

　

そ
れ
な
り
に
や
っ

て
い
る
と
い
う
評

価
。
町
の
監
査
員
か
ら
の
指

摘
も
あ
っ
た
が
、
町
は
こ
の

10
年
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を

し
て
き
た
の
か
？

A
（
地
域
振
興
課
長
）

町
に
対
し
て
経
営
に

つ
い
て
の
相
談
等
は
な
か
っ

た
が
、
柔
軟
に
ア
プ
ロ
ー
チ

す
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
。

Q
　

厳
し
い
現
実
が
あ

る
中
、
そ
の
場
所
は

柳
津
町
の
中
心
的
な
場
所
。

今
年
度
中
の
公
募
に
際
し
、

公
平
で
公
正
な
選
定
を
お
願

一 般 質 問

６番　鈴木吉信議員

○水防倉庫整備事業
○原発事故による放射能対応

水
防
倉
庫
整
備
事
業

Q
　

こ
の
事
業
は
、
平

成
25
年
度
の
重
点
事

業
で
、
設
計
監
理
工
事
費
と

し
て
、又
、25
年
度
決
算
に
お

い
て
も
支
出
済
額
が
発
生
。

現
在
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
早
期
完
成

を
目
指
し
て
い
た

が
、
位
置
関
係
の
検
討
に
よ

り
実
施
設
計
の
納
品
が
平
成

26
年
２
月
。
し
か
し
、
冬
期

間
の
降
雪
期
で
年
度
内
完
成

は
難
し
く
事
業
費
の
繰
越
し

と
な
っ
た
。
26
年
度
に
入
り

関
係
地
区
へ
の
３
回
の
工
事

説
明
会
を
開
催
し
、
調
整
の

た
め
不
測
の
日
数
を
要
し

た
。
こ
の
事
業
は
大
規
模
災

害
に
備
え
る
防
災
施
設
で
あ

り
、
重
要
な
役
割
を
持
つ
施

設
と
認
識
。
工
事
に
早
期
着

手
に
し
、
安
全
安
心
な
町
づ

く
り
に
努
め
た
い
。

Q
　

町
は
備
蓄
倉
庫
を

兼
ね
た
水
防
倉
庫
は

必
要
と
し
、
過
去
２
年
間
に

亘
り
説
明
会
等
を
実
施
し
た

が
、
地
元
と
の
妥
協
が
得
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
ど
う
考

え
る
か
？

A
（
町
長
）
防
災
上
、

備
蓄
倉
庫
は
大
変
重

要
な
施
設
。
町
所
有
の
土
地

で
あ
り
、
容
易
に
考
え
て
い

た
。Q

　

現
在
に
至
っ
て
、

関
係
職
員
が
大
変
苦

労
し
て
い
る
。
去
年
の
８
月

に
工
事
発
注
し
た
が
、
ま
だ

着
工
し
て
い
な
い
。
建
設
費

の
高
騰
に
よ
り
、
受
注
し
た

会
社
は
困
惑
。
町
の
今
後
の

対
応
は
？

A
（
建
設
課
長
）
地
区

説
明
会
の
後
、
昨
年

の
９
月
か
ら
法
律
的
な
問
題

へ
の
回
答
と
い
う
こ
と
で
、

工
事
中
止
命
令
を
し
て
い

る
。
工
事
費
の
高
騰
に
は
、

法
に
従
っ
て
対
応
す
る
。

A
（
総
務
課
長
）
地
区

説
明
会
で
出
た
、
法

的
な
一
つ
の
質
問
に
対
す
る

調
査
を
雪
溶
け
次
第
に
実
施

し
、
早
期
に
着
手
し
た
い
。

Q
　

一
日
で
も
早
い
完

成
を
望
み
た
い
が
、

完
成
の
見
込
み
は
何
時
か
？

A
（
総
務
課
長
）
７
月

末
の
完
成
を
予
定
。

が
、
業
者
を
入
れ
ず
、
西
会

津
と
協
力
し
て
町
独
自
の
検

査
体
制
を
作
る
べ
き
。

A
（
町
民
課
長
）
今
の

四
者
に
よ
る
検
査
体

制
。変
更
は
考
え
て
い
な
い
。

Q
　

柳
津
町
の
学
校
給

食
、
保
育
所
の
給
食

等
に
対
し
て
の
食
材
の
検
査

は
、
徹
底
し
て
実
施
し
て
い

る
の
か
？

A
（
教
育
長
）
学
校
給

食
は
２
つ
の
検
査
を

実
施
。
一
つ
は
給
食
に
使
用

す
る
食
品
の
１
品
検
査
を
町

の
検
査
機
に
よ
り
検
査
。
基

準
値
を
超
え
た
場
合
、
そ
の

品
目
は
使
わ
な
い
で
代
替
の

メ
ニ
ュ
ー
に
す
る
。
も
う
一

つ
は
全
品
を
つ
ぶ
し
て
撹
拌

し
、
県
に
送
っ
て
の
検
査
を

実
施
。A

（
町
民
課
長
）
両
保

育
所
と
も
同
じ
食
材

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
柳
津
保
育
所
で
調
査

し
、
西
山
保
育
所
は
月
２
回

実
施
し
て
い
る
。
今
の
と
こ

ろ
、
異
常
が
出
た
ケ
ー
ス
は

あ
り
ま
せ
ん
。

原
発
事
故
に
よ
る

放
射
能
対
応

デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ

ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の

取
組
み

指
定
管
理
施
設

「
ほ
っ
と
イ
ン
や
な
い

づ
」の
今
後
の
経
営

柳
津
温
泉
ス
キ
ー
場

の
今
後

い
し
た
い
。

Q
　

平
成
23
年
３
月
11

日
の
大
地
震
、
そ
れ

に
続
く
「
原
発
放
射
能
漏

れ
」
に
よ
り
風
評
被
害
も
含

め
て
、
多
大
な
損
失
を
被
っ

て
き
た
。
町
は
安
心
・
安
全

に
努
め
て
き
た
が
、
現
在
の

取
組
み
と
今
後
の
対
応
に
つ

い
て
、
風
評
被
害
対
策
も
含

め
て
伺
う
。

A
（
町
長
）
臨
時
職
員

１
名
を
雇
用
し
、
毎

月
各
行
政
区
の
集
会
所
や
公

共
施
設
等
、
又
、
各
小
中
学

校
の
通
学
路
や
山
林
の
空
間

線
量
を
測
定
し
、
広
報
紙
等

に
よ
り
随
時
公
表
し
て
い

る
。
更
に
、
放
射
線
測
定
器

を
貸
出
し
た
り
、
野
菜
や
山

菜
・
米
等
を
測
定
し
、
安
全

確
保
の
た
め
無
料
で
検
査
を

実
施
。
今
後
こ
れ
ら
の
事
業

を
継
続
し
、
結
果
を
公
表
す

る
こ
と
で
住
民
の
不
安
払
拭

に
努
め
る
。

Q
　

現
在
、
ダ
ス
ト
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、

業
者
・
西
会
津
・
柳
津
・
振

興
局
に
よ
り
実
施
し
て
い
る

お知らせ
第１回定例会の一般質問は、町ホームページで音声を聞くことができます。

第２回定例会は、６月１０日から１２日の予定です。
皆さん気軽に傍聴においでください。

磯
部
静
雄
議
員
が

　 

全
国
町
村
議
会

　
　
議
長
会
よ
り
表
彰

　
２
月
６
日
の
全
国
町
村

議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お

い
て
、
磯
部
静
雄
議
員
が
15

年
以
上
在
職
さ
れ
た
こ
と
を

表
し
て
、表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

が
１
，
２
９
４
万
円
あ
っ

た
。
26
年
度
の
今
の
支
出
は

３
６
４
万
円
ほ
ど
で
あ
る
。

Q
　

ス
キ
ー
場
の
現
状

を
見
る
と
、
施
設
が

大
分
破
損
し
て
い
る
。
今
、

休
止
し
て
い
る
が
、
ス
キ
ー

場
と
し
て
の
再
利
用
は
難
し

い
と
考
え
る
。
今
後
、
ど
の

よ
う
な
計
画
を
持
っ
て
い
る

の
か
。A

（
町
長
）
ま
ず
、
小

巻
共
有
管
理
会
と
の

協
議
の
場
を
設
け
、
賛
同
を

得
な
が
ら
、
廃
止
、
そ
し
て

そ
の
場
所
か
ら
の
撤
去
と
い

う
形
を
、
今
年
中
に
工
程
表

を
作
り
、進
め
て
い
き
た
い
。

Q
　

指
定
管
理
が
外
れ

た
の
で
、
今
後
、
町

で
管
理
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
安
全
性
を
危
惧
す
る
。

こ
の
冬
も
町
職
員
が
管
理
し

た
が
、
そ
れ
で
十
分
な
の
か

伺
う
。A

（
町
長
）
や
は
り
危

険
度
が
高
い
と
考
え

る
。
専
門
家
に
調
査
を
依
頼

し
、
廃
止
の
段
階
と
な
れ
ば

手
を
つ
け
て
い
き
た
い
。

Q
　

指
定
管
理
の
契
約

期
間
が
、
あ
と
１
年

と
な
っ
た
が
、
町
は
現
状
を

ど
う
理
解
し
、
今
後
ど
の
よ

う
な
在
り
方
を
考
え
て
い
る

の
か
？A

（
町
長
）
指
定
管
理

者
で
あ
る
「
㈲
や
な

い
づ
夢
カ
ン
パ
ニ
ー
」
代
表

よ
り
、
厳
し
い
経
営
状
況
と

聞
く
。
近
々
役
員
会
を
開
催

し
、
今
後
の
方
針
を
決
定
す

Q
　

今
年
の
冬
は
営
業

を
休
止
し
た
が
、
今

後
の
利
活
用
の
具
体
的
な
方

針
が
出
さ
れ
て
い
な
い
。
借

地
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
こ

の
ま
ま
放
置
し
て
は
安
全
面

や
財
政
的
な
見
地
か
ら
も
早

急
な
対
応
が
必
要
。
町
の
基

本
的
な
考
え
方
を
伺
う
。

A
（
町
長
）
小
巻
共
有

管
理
会
よ
り
昭
和
39

年
に
牧
野
と
し
て
借
用
し
、

54
年
か
ら
現
在
ま
で
35
年
に

亘
り
ス
キ
ー
場
と
し
て
契

約
。
今
後
の
利
活
用
は
、
町

民
の
皆
さ
ん
の
意
思
等
を
参

考
に
、
土
地
利
活
用
等
の
計

画
を
作
成
し
、
地
権
者
の
同

意
を
得
な
が
ら
進
め
て
い
き

た
い
。

Q
　

ス
キ
ー
場
の
営
業

を
休
止
し
た
が
、
指

定
管
理
料
を
含
め
て
ど
の
く

ら
い
財
政
圧
縮
に
な
っ
た
か
。

A
（
地
域
振
興
課
長
）

平
成
25
年
度
の
赤
字
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５番　菊地　正議員

○町民センター等の雨漏り
○五畳敷地区・老沢の水害
○上村地区の通学路

町
民
セ
ン
タ
ー
等
の

雨
漏
り

五
畳
敷
地
区
・

老
沢
の
水
害

上
村
地
区
の
通
学
路

Q
　

町
民
セ
ン
タ
ー
、

そ
し
て
砂
子
原
の
西

山
診
療
所
の
雨
漏
り
へ
の
対

応
は
？A

（
町
長
）
町
民
セ
ン

タ
ー
の
２
階
大
ホ
ー

ル
ス
テ
ー
ジ
右
側
の
内
壁

に
、に
じ
み
出
た
跡
が
有
り
、

調
査
を
し
て
い
る
が
、
天
井

裏
を
通
じ
て
大
ホ
ー
ル
の
内

壁
に
染
み
て
い
る
状
況
。
27

年
度
予
算
に
よ
り
修
繕
を
実

施
す
る
。
西
山
診
療
所
に
つ

い
て
は
、
雨
漏
り
が
冬
季
間

に
発
生
。
屋
上
の
排
水
溝
が

凍
結
し
、
融
雪
等
に
よ
り
屋

上
に
溜
ま
っ
た
水
が
雨
漏
り

の
原
因
で
あ
る
。現
在
は
、バ

ケ
ツ
等
を
置
い
て
、
応
急
的

に
対
応
し
、
月
２
回
の
診
療

に
は
影
響
が
な
い
こ
と
か
ら
、

今
後
の
施
設
の
在
り
方
を
検

討
し
な
が
ら
対
応
し
た
い
。

Q
　

町
民
セ
ン
タ
ー
は

完
全
に
雨
漏
り
。
壁

が
汚
れ
て
い
る
が
、そ
の
汚
れ

も
落
と
し
て
い
な
い
。明
日
に

で
も
屋
根
屋
さ
ん
等
に
依
頼

し
て
、原
因
を
つ
か
む
べ
き
。

A
（
総
務
課
長
）
屋
根

裏
に
上
が
っ
て
、
状

況
を
確
認
さ
せ
、
さ
ら
に
早

い
調
査
に
基
づ
き
、
再
確
認

し
て
進
め
た
い
。

Q
　

続
い
て
、
砂
子
原

地
区
に
あ
る
西
山
診

療
所
。
新
聞
紙
３
・
４
枚
も

敷
い
て
、
バ
ケ
ツ
を
並
べ
て

い
る
。ど
う
対
応
す
る
の
か
。

A
（
町
民
課
長
）
昭
和

46
年
に
施
工
し
、
大

変
古
い
施
設
。
平
成
23
年
に

外
壁
と
屋
上
を
工
事
し
た

が
、
昨
年
２
月
よ
り
雨
漏
り

が
再
発
。
今
後
の
西
山
診
療

所
の
在
り
方
を
含
め
、
検
討

し
た
い
。

地
区
と
の
話
し
合
い
が
、
ど

の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
か

伺
う
。A

（
町
長
）
こ
の
件
に

つ
い
て
は
、
昨
年
12

月
の
定
例
会
後
、
そ
の
状
況

を
学
校
と
共
有
し
、
児
童
・

生
徒
が
よ
り
安
全
に
下
校
出

来
る
よ
う
指
導
し
て
き
た
。

上
村
通
学
路
付
近
は
、
平
成

27
年
度
予
算
に
お
い
て
森
林

整
備
事
業
に
よ
り
樹
木
の
伐

採
等
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
改
善
さ
れ
る
と
考

え
る
。
尚
、
安
久
津
地
区
か

ら
通
学
路
付
近
に
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

街
灯
（
１
基
）
の
増
設
の
要

望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。

Q
　

12
月
の
定
例
会

で
、
こ
の
通
学
路
に

複
数
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
を
要

望
し
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
後

は
？A

（
教
育
課
長
）
今
回
、

安
久
津
地
区
で
新
設

を
予
定
の
箇
所
は
、
通
学
路

と
少
し
離
れ
る
が
、
安
達
さ

ん
宅
の
裏
に
な
る
。
多
少
は

通
学
路
も
明
る
く
な
る
と
考

え
る
。

金
交
付
決
定
前
に
工
事
実
施

の
承
認
を
受
け
、
２
月
17
日

に
施
工
業
者
と
の
請
負
契
約

を
締
結
。
工
期
は
７
月
末
完

成
の
予
定
。

Q
　

７
月
末
の
完
成
。

し
か
し
、
あ
の
付
近

は
３
月
・
４
月
に
雪
解
け
水

が
流
れ
て
き
て
、
工
事
に
は

危
険
。
水
が
引
い
た
頃
を
見

計
ら
っ
て
の
工
事
。
確
実
に

出
来
る
か
？

A
（
建
設
課
長
）
雪
解

け
関
係
の
水
の
量
も

検
討
し
な
が
ら
、
工
事
に
入

り
た
い
。
順
調
に
い
け
ば
７

月
ま
で
か
か
ら
な
い
と
思
う

が
、
工
期
と
し
て
７
月
末
ま

で
と
っ
た
。

Q
　

二
度
と
あ
の
よ
う

な
水
害
、
水
で
根
足

を
洗
わ
れ
て
オ
ー
ル
が
倒
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ

う
、
完
全
に
工
事
を
し
て
欲

し
い
。

Q
　

そ
の
話
は
了
解
し

た
が
、
五
差
路
と
新

村
へ
の
踏
切
の
３
０
０
メ
ー

ト
ル
の
区
間
、
６
つ
増
や
せ

ば
明
る
く
な
る
。
早
く
増
設

す
べ
き
。

A
（
総
務
課
長
）
前
回

の
定
例
会
で
も
お
話

し
し
た
が
、
柳
津
町
全
区
域

に
通
学
路
が
あ
る
。
そ
こ
だ

け
と
い
う
訳
に
は
い
か
な

い
。
上
村
の
通
学
路
沿
い
の

樹
木
の
伐
採
等
が
、「
森
林

整
備
事
業
」
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
、
状
況
が
現
状
よ
り
改

善
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
の
対
応
に
よ
り
子
供
た
ち

が
通
学
し
や
す
く
な
る
と
考

え
る
。

Q
　

わ
ず
か
３
０
０
メ

ー
ト
ル
。
安
久
津
地

区
の
管
理
で
は
な
く
、
町
の

管
理
体
制
に
入
れ
，
町
が
負

担
す
べ
き
。

A
（
総
務
課
長
）
こ
の

件
に
つ
い
て
は
、
昨

年
の
議
会
で
説
明
し
た
が
、

両
沼
地
方
で
も
、
役
場
管
理

で
あ
っ
た
り
地
区
管
理
で
あ

っ
た
り
す
る
。
こ
の
状
況
も

踏
ま
え
て
、
今
後
検
討
さ
せ

て
戴
き
た
い
。

Q
　

12
月
の
定
例
会
で

も
伺
っ
た
が
、
ど
の

よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る

の
か
？A

（
町
長
）
昨
年
10
月

に
国
の
災
害
査
定
を

受
け
、
補
助
が
確
定
し
て
い

る
。
復
旧
工
事
に
つ
い
て

は
、
２
月
10
日
に
国
庫
負
担

Q
　

こ
れ
も
再
度
伺

う
。
街
灯
は
安
久
津

地
区
が
管
理
し
て
い
る
が
、

指摘事項 措　置　状　況

指摘月日：平成２６年８月２８日（決算審査）
行政運営・事業の執
行に支障をきたすも
のと思われる。定員
適正化管理計画につ
いて、早急に整備す
ること。

事務事業の見直し・組織機構の見
直し・民間委託・住民との役割り
分担及び職員の人材育成並びに事
務事業評価の 6 つのポイントを考
慮し、平成26年度中を目指して進
めてまいりました。平成32年度ま
での 5 ヶ年計画について、資料収
集及び数値の案まで検討してお
り、今後は柳津町の行財政改革の
内容を踏まえ、早急に「基礎調
査・分析」「目標・方針決定」「計
画の策定・実現方法」などにより
策定します。

町民に対して早急に
行政評価制度の成果
を公表すること。

平成23年度・平成24年度分につき
ましては公表に至っておらず、平
成26年度上半期に平成23・24年度
分を公表し、東日本大震災及び新
潟福島豪雨災害での遅れを回復す
る予定でありましたが、公表でき
る事務事業評価シートの再点検を
行ない公表をしてまいります。

指摘月日：平成２６年１０月２３日（定期監査）
不燃物の不法投棄の
監視強化と可燃ごみ
の減量化について

不法投棄の監視については県から
委嘱されている不法投棄監視員に
による監視を実施している。ま
た、廃棄物の減量化を図るため、
分別を詳細にした「あいうえお辞
典」を発行しております。

放射能対策（監視強
化）について

毎月、県（振興局）・西会津町・
ダストセンター立会いのもと、ダ
ストセンター敷地内の放射線量を
測定し、監視をしております。ま
た、敷地内にはモニタリングポス
トを 4 基設置し、常時監視体制を
図っております。

指摘事項 措　置　状　況

指摘月日：平成２６年１０月２７日（定期監査）

今後、財政担当と協
議をして財務規則の
改正等を含め、出納
事務の効率化を図ら
れたい。

平成26年度中に財務規則の改正を
実施し、本年 6 月 1 日より施工す
る予定であります。

指摘月日：平成２６年１０月２９日（定期監査）

地域防災計画・水防
倉庫については、緊
急を要するため早急
に整備されたい。

地域防災計画については防災会議
及び県への確認も終了しておりま
すので、速やかに関係機関等に配
布をしてまいります。水防倉庫に
ついては、がけ地規制の排除資料
が平成27年 4 月上旬にそろう予定
であり、 4 月中旬に説明会を開催
し、工事に着工します。

振興公社管理施設に
ついては（指定管
理）、地域振興の拠
点・観光の中核的役
割を担い、住民福祉
の向上を図るものと
し、その使命を念頭
に置き、運営の安定
及び円滑化に努めら
れたい。

平成15年 9 月に指定管理者制度が
設立されて以来、公の施設の管理
については多様化する住民二―ズ
に、効果的・効率的な対応に当
たってきたところです。行政と指
定管理者とのコミュニケーション
により、民間のノウハウを生か
し、地域振興につなげるため、平
成25年度から定期協議を開始し現
在に至っているところです。27年
度は現在実施している定期報告協
議及び成果の確認から、住民・利
用者の視点、財務の視点、地域振
興の視点及び指定管理による町の
組織の向上の視点を基本として進
め、成果の確認まで行なってまい
ります。（振興公社とは協議済み
であります。）

一 般 質 問
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指摘事項 措　置　状　況

財政安定化のため、
自主財源の主たる町
税の増収対策が重
要。課税客体把握と
収納率の向上に努め
られたい。

・26年度も会津地域地方税滞納整
理機構に加入し、特別滞納整理チ
ームとして県から職員の派遣及び
町職員が会津地方振興局県税部で
徴収実務研修を行なうなど、滞納
整理の強化に努めており、27年度
までに継続されることとなった同
機構に加入し、滞納整理の強化を
継続します。
・徴収嘱託員によるきめ細かな訪
問納付勧奨により、平成26年度上
半期は、訪問件数1.430件（税及
び料）であり、今後も継続します。
・課税客体の把握についても、国
税及び県税との連携により、未申
告法人の調査などを進めておりま
すが、今後もさらに税全体の課税
客体の把握について強化します。

指摘月日：平成２６年１０月３０日（定期監査）
①作品購入について
②常設展のリフレー
ミングについて
③入館者増について

①27年 1 月20日契約、2 月25日納入、
全 6 店。なお、作品は常時市場に存
在することは稀なため、入荷した
時点でのみ購入が可能となります。
②常設展は、年 4 回の企画展に合
せて、展示物の入替を実施してお
ります。大型解説パネル 2 基を追
加（27年 3 月）し、展示内容の充
実化を図りました。
③柳津町役場では初となる斎藤清
美術ｆａｃｅｂｏｏｋを立ち上げ
た他、ホームページに英語版を拡
充するなど、より多角的な客層に
対応し、開拓していくインバウン
ドマーケティング対策に着手し、
2 年連続前年比 3 ％以上の入館者
増となりました。

激化している競争社
会の現実・教育情勢
を見極め、教育委員
会を中心として各学
校・保護者の精力的
な取組みをし、又、
課題解決に努め、更
なる学力向上を図ら
れたい。

毎月の町校長会において教育課程
の実施状況、児童生徒の指導関係
等を行ない、情報等を共有し、又、
教育委員会からの指示伝達を行
なっている。ＩＴ学習についても
年度計画で進めて行く。平成27年
度に柳津町ＰＴＡ連絡協議会に補
助金を交付し、メディアコント
ロール等の講習会等を保護者が計
画し積極的な参加を促す。

指摘事項 措　置　状　況

中学校適正配置につ
いて早急に基本方針
を定め、推進を図ら
れたい。

平成25年11月に教育委員会として
中学校 2 校の統合を表明し、町長
部局との協議を開始した。町長部
局では中学校適正配置等審議会を
町長が17名の委員を委嘱して、 6
回の審議を実施。平成26年12月に
「統合の必要性と意義は理解でき
る」旨の答申を得ている。平成27
年 1 月教育委員会と町長との協議
を行ない基本的な方向として「統
合」で一致したところである。現
在、審議会答申で示された通学の
方法や地域と学校の結びつき等の
配慮すべき事項についての見解を
明らかにするための協議を進めて
いる。

給食費の現金管理に
ついて

給食費については、本庁・支所と
も勤務時間内に納付された分につ
いてはＪＡ柳津総合支店又はＡＴ
Ｍに即日入金。勤務時間外につい
ては出納室・支所金庫に保管。

食中毒の防止対策と
放射能検査体制の整
備等について

各種研修会に主任栄養技師・調理
員の参加を積極的に励行してい
る。農産物検査・丸ごと給食検
査・補助事業による検査器の校正
実施。米については町内産米を全
食使用。農産物・副食についても
可能な限り地元より調達している。

西山公民館機能が停
滞状況にある中での
事業の取組みと職員
の配置について

定期的に職員が出向いて事業を実
施している。又、新規事業を開催
（ 2 回）し、今後も地域の実情に
合った事業を実施していく。職員
の配置については担当部局との協
議が必要。

図書の未返却の解消
について

返却の勧奨通知を年度内 3 回出し
ていたが、 4 回に増やしたり個別
に電話での返却の勧奨も行なった。

指摘月日：平成２６年１１月４日（定期監査）

森林環境整備事業等
について遅延してい
る事業が多々見られ
るため、遅延防止策
を講じて遅延の解消
に努められたい。

平成26年度より、林政担当職員を
1 名増員した体制とした。

森林景観・森林再生
事業の実施に際して
は、所有者の意見・
森林資源保全・水資
源の涵養等、十分に
考慮されたい。

施業の際は地区説明会や所有者に
よる現地確認を行ない、所有者の
意向を確認した上で実施してお
り、伐採率については基準に基づ
き適正に実施している。
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